秘密保持等に関する契約書
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株式会社アウラ（以下「甲」という。）と　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）とは、甲が乙に発注する字幕版制作業務ならびにこれに付随する業務（以下「本件業務」という。）に係る情報に関し、乙の秘密保持義務等について次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第１条（目的）
本契約は、乙が本件業務を遂行するにあたり、文書・口頭その他形態を問わず、甲から開示された情報等の取扱について定めることを目的とする。

第２条（秘密情報の範囲）
1.  本契約において秘密情報とは、本件業務の遂行過程で、甲が乙に開示し又は乙が知り得た有形無形の技術上、又は営業上の情報、これに基づいて作成された本契約の存在及び内容（本業務の対象となる映像作品の内容や出演者、スタッフ等に関する情報を含む）その他一切の情報（これらの情報が含まれる書面又は電子的な文書、メール、データ、口頭等を含む。）をいう。
2.  前項の規定にかかわらず、次の各号に該当することを乙が証明することのできる情報は、秘密情報には含まれないものとする。
（1） 甲が秘密情報を開示したとき、乙が既に所有していた情報
（2） 甲が秘密情報を開示したとき、既に公知となっていた情報
（3） 甲が秘密情報を開示したとき、乙の責に帰すべからず事由により公知となった情報
（4） 乙が正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負わずに取得した情報
（5） 乙が開示された秘密情報に関係なく独自に取得し、又は開発した情報

第３条（秘密情報等の取扱い）
1.  乙は、開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体若しくは物件（複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という。）の取扱について、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
（1） 開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理する
（2） 本件業務達成以外に秘密情報等を使用、又は第三者に開示、漏洩してはならない
（3） 秘密情報等を複製（複写、書面化、各種磁気媒体への記録。）する場合は本件業務の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理する
（4） 漏洩、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又そのおれがあることを知った場合は、直ちにその旨を書面をもって報告する
2.  乙は、甲が事前に書面による承諾をした情報に限り、秘密情報等を第三者に開示することができる。この場合、乙は、当該第三者との間で本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。なお、乙が本件業務を第三者に再委託することは、これを認めない。
3.  乙は、法令に基づき秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、事前に甲に通知し、開示につき可能な限り甲の指示に従うものとする。

第４条（情報セキュリティー）
　乙は、前条の目的を達成するため、以下の各号に定める事項を遵守するよう努める。
（1） 本件業務に使用するパソコン等へのアクセスは、物理的な隔離やパスワード認証などの方法により適切に制限すること
（2） 本件業務に使用するパソコン等をネットワークに接続する場合は、コンピューターウイルス等の感染を防止する適切な措置を講じると共に、ファイル交換ソフト等の情報流出の危険性を高めるソフトの使用をしないこと
（3） 本件業務に使用するパソコン、ハードディスクその他の記録媒体を廃棄する際には、第三者がデータを読みとることができないよう適切な手段を講じること
（4） 本件業務に関する情報が記載された紙媒体の保管については業務に必要のない者がアクセスできないよう必要な措置を講じ、廃棄の際には裁断又は溶解等の方法によること
（5） その他、その時点における社会通念上、情報セキュリティーとして期待される一切の事項を実施すること

第５条（返還義務等）
本件業務が、その目的を達成し終了した場合、本件業務が解約・解除された場合、又は甲から要請があった場合には、乙は直ちに甲から提供又は開示された秘密情報に係る情報及び資料等を、甲の指示に従い安全な方法により廃棄、返還又は処分するものとする。

第６条（知的財産権）
乙は、本契約に基づきいかなる知的財産権又はその実施権も取得するものではない。

第７条（事件及び事故発生時の措置）
1.  乙は、本契約に違反して秘密情報を本件業務以外の目的で利用したり、第三者に開示、漏洩が判明した場合又は、不正アクセス、情報の紛失、破壊、改竄漏洩等の事故が発生した場合、若しくは発生した可能性が高いと客観的に判断される状況が生じた場合は、速やかに甲に報告する。
2.  前項の場合、乙は直ちに必要な措置をとり、速やかに再発防止策を策定して実施する。乙は甲に対し、これらに関し、その内容及び結果を報告する。
3.  乙は、乙の責に帰すべき事情により甲が甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は乙に対し、その解決に要した費用（損害賠償金、弁護士費用及び訴訟費用を含むがこれに限定されない。）を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。

第８条（損害賠償）
乙は、秘密情報等を開示するなど本契約の条項に違反した場合には、乙は、甲が必要と認める措置を直ちに講ずると共に、甲に生じた損害を賠償しなければならない。

第９条（契約の変更）
本契約の変更は、各当事者の署名又は記名捺印する書面によらなければ、効力がないものとする。

第10条（協議事項）
本契約に定めのない事項、本契約の規定に関する疑義、及び本契約の変更については、甲乙協議の上、誠意を以てこれを決定する。

第11条（専属合意管轄）
本契約に関連して生じた一切の紛争に関しては、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙がそれぞれ記名捺印の上、各１通を保有する。


　　令　和　　　年　　　　月　　　　日


　　甲：東京都新宿区天神町15番地 京ビル　　　　　　　　    乙： 
　　　　株式会社　アウラ
　　　　代表取締役　幾　代　昌　子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            　　
